
本事業計画は、鳥取県南部町、伯者町、日野町及び江府町の4町にまたがる地域において最大で総出力
144, OOOkW、 基数にして32基の風力発電機の導入を目指すものであり、 集落を囲む急峻な山地に大規模
な改変が加えられ、 動植物や生態系などの自然環境及び近隣住民の生活環境に対し重大な影響を与える
ことが懸念されるため、 極めて慎重に環境影響評価を行うべき事案である。

しかしながら、 提出された環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）には、 基本的な事項となる
風車の配置、取付道路等の整備計画や切土・盛土の計画等、事業計画に関する具体的な情報に乏しく、環
境影響の調査、 予測及び評価の手法についても、十分に検討されているとは言い難く、環境への配慮や地
元の理解醸成に万全を期しているとは認めがたい。

近年、風力など地域の資源を生かした発電事業に対しては、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民と
の関係が悪化するなどの問題が全国的に生じていることから、 地域住民や自治体等の理解を得ながら進
められるべきであるが、事業計画に関する情報の公開や住民等への説明については、積極的かつ丁寧に実
施されているとは認められず、そもそも、周知が不十分であるなど、本事業に関する情報が住民等一人一

人に行き届いているか疑問である。
このため、 事業者は、 環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）の段階に向けて、 以下に述べる

事項について十分に留意したうえで事業計画を検討するとともに、環境影響評価の結果、環境影響の回避
又は低減が十分でないと評価した場合は、 事業の大幅な縮小や廃止も含めて抜本的な見直しを行う必要
がある。

1 総括的事項
(1)本事業は、地権者のみならず相当範囲の地域住民に影響が及ぶ問題であるため、速やかに事業計画

に関する情報を公開するとともに、法定の説明会に限らず積極的に説明の機会を設け、例えば、事業
実施計画区域周辺において集落単位で複数回開催する、学校や病院、福祉施設など特に環境保全に配
慮が必要な施設に対しては個別に説明を行うなど、 住民等一人一人にきちんと情報が届くように丁
寧に説明を行うとともに、 これらにより得られた意見や要望に対しては十分な説明や誠意ある対応
に努めること。

また、インターネットによる図書の公表については、広く環境の保全の観点からの意見を求められ
るよう、 印刷可能な状態にすることや、 法に基づく縦覧期間に関わらず常時事業計画を公表するな
ど、 利便性の向上と住民等との相互理解の促進に努めること。

(2)提出された方法書は、基本的な事項となる風車の配置、取付道路等の整備計画や切土・盛土の計画
等、事業計画に関する具体的な情報に乏しく、審査の過程において事業者から説明資料が提出された
ものの、これらに起因する環境影響については、審査会への情報不足から調査地点の妥当性など十分
に議論が深まらなかったところである。

このため、 今後、事業計画の具体化に合わせて、 調査、 予測及び評価の手法を見直し、事前に専門
家や有識者へのヒアリングを行う等、 事業者自ら再度検証したうえで、現地調査を行うこと。

(3) 環境影響評価の実施に当たっては、その時点で採用可能な最新の知見を踏まえ、必要に応じて専門
家の助言等を参考にしながら、適切な調査、予測及び評価の手法を採用すること。予測に当たっては、
その時点で想定される事業の諸元のうち、 影響が最大となる条件に基づき各環境要素に及ぼす影響
を可能な限り定量的に予測し、評価に当たっては単に基準値や規制値等と比較するのみではなく、現
在の環境を極力悪化させないという観点から事業による影響の回避又は最大限の低減が十分になさ
れているかを評価すること。また、採用した調査及び予測の手法と得られた評価結果の妥当性につい
て、 先行事例との対比によって、 可能な限り定量的に評価すること。
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